
別紙第２号書式

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全化計画

Ⅰ　基本的事項

１　団体の概要

団体名

注１　団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合は、「団体名」

　　欄に一部事務組合等の名称を記載し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄は、普通会計の全職員数を記載すること。

２　財政指標等

標準財政規模（百万円）

地方債現在高（百万円）

積立金現在高（百万円）

　注　平成17年度（又は平成18年度）の地方財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、一部事務組合等に係る財政力指数、実質公債費比率、経常収支比率については、当該一部事務組合等

　　の構成団体の各数値を加重平均したものを用いるものとする（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険

　　資金について対象としない財政力指数１．０以上の団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数

　　を記載すること。）。

３　合併市町村等における合併市町村基本計画等の要旨

　注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律

　　　第59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町

　　　村で地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２

　　　項に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置された

　　　ものに限る。）をいう。

　　３　□にレを付けた上で要旨を記載すること。また、要旨については、別様としても差し支えないこと。

４　財政健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成19年度から23年度までの５か年とすること。

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村の合併市町村基本計画の要旨
　■　旧法による合併市町村の市町村建設計画の要旨
　□　該当なし

2.3(H18)

基 本 方 針

〔合併期日：平成１７年９月２５日〕
新市のまちづくりの基本理念として、①豊かな自然・誇りある歴史と共生する快適なまちづく
り　②みんなが安心して暮らせる活力あるまちづくり　③すべての人が社会参加するまちづく
り　④南和地域の観光・文化・情報の交流拠点となるまちづくり　の４つを掲げ、限られた財
源と合併に対する財政支援策を有効に活用しながら、より整備効果の高い公共施設への重点的
な投資と、効率的な行政運営を推進する。

内　　　容

地方交付税改革等により一般財源の大きな増収が見込めない中、歳入
に見合った歳出構造への転換を目指す。人件費を筆頭に、集中改革プ
ランの数値目標を基に人員削減や徹底的な事務事業の見直しを行い、
一般財源充当経費の削減を促進し、また負担のピークを迎え増大して
いる公債費についても、普通建設事業の抑制や補償金免除繰上償還の
積極的活用などにより負担の大幅な縮減を図り、歳出全体の早期健全
化を目指す。

五條市財政健全化計画

平成１９年度から平成２３年度まで

五條市集中改革プラン（平成１９年度～平成２３年度）

区　　分

計 画 名

計 画 期 間

既 存 計 画 と の 関 係

公 表 の 方 法 等

523
構成団体名

財政力指数

実質公債費比率　(％)

経常収支比率　　(％)

実質収支比率　　(％)

うち普通会計債現在高(百万円) 33,093(H18)104.8(H18)

19.8(H19)

37,375国調人口(H17.10. 1現在)

職員数(H19. 4. 1現在)

平成２０年３月議会で説明。市ホームページにて公表

五條市

10610(H18)

33,093(H18)

0(H18)

3,385(H18)

うち公営企業債現在高(百万円)

0.371(H18)



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基準

　日の金利動向に応じて算出された予定額であり、各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上、確

　認した補償金免除(見込)額を記入すること。

６　平成１９年度末における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。

　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

一
般
会
計

出
資
債
等

一
般
会
計

出
資
債
等

義務教育施設整備事業

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

臨時地方道整備事業
普
通
会
計
債

事業債名

小　　　計　　　　 (A)

一
般
会
計

出
資
債
等

普
通
会
計
債

公営住宅建設事業

一般単独事業（公園緑地事業）

7,000 6,960 0 13,960

13,9607,000 6,960

48,762 92,441 7,425 148,628

36,865 63,997 100,862

5,753 3,900 9,653

6,144 24,544 7,425 38,113

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

50,517

208,884

264,073

2,361

851

6,873

483,042

39,245

4,399

6,873

117,084

151,138

161,911

1,541

851

315,441

97,763

820

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

年利７％以上
（平成19年度末残高）

一般単独事業（一般単独・自然災害防止）

地域改善対策

小　　　計　　　　 (A)

事業債名

普
通
会
計
債

一般公共事業（都市計画）

小　　　計　　　　 (B)

義務教育施設整備事業

公営住宅建設事業

(単位：千円)

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成19年度末残高)

合　　計

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 117,084 315,441 50,517

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 48,762 92,441 7,425

13,960

小　　　計　　　　 (B)

　　　　　　合　　　計　　 (A)+(B) 7,000 6,960 0

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

148,628

483,042

合　　計

18,501

旧 資 金 運 用 部 資 金
116 314繰上償還希望額

繰上償還希望額

430

13 40 53

繰上償還希望額

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

公営企業金融公庫資金

旧簡易生命保険資金



Ⅱ　財政状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 　定員管理の適正合理化

課 題 ②   行政運営経費の適正化

課 題 ③ 　歳入の確保

課 題 ④ 　土地開発公社の健全化

課 題 ⑤ 　公債費負担の健全化

課 題 ⑥ 　普通建設事業の抑制

留 意 事 項

　注１　「財務上の特徴」欄は、人口や産業構造、財政構造や地域特性等を踏まえて記載すること。また、

　　　財政指標等について、経年推移や類似団体との水準比較などをし、各自工夫の上説明すること。

　　２　「財政運営課題」欄は、税収入の確保、給与水準・定員管理の適正合理化、公債負担の健全化、

　　　公営企業繰出金の適正運用、地方公社・第三セクターの適正な運営等、団体が認識する財政運営上

　　　の課題及びその具体的施策について、優先度の高いものから順に記載する。また、財政運営課題と

　　　認識する理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　　３　「留意事項」欄は、「財政運営課題」で取り上げた項目の他に、財政運営に当たって補足すべき

　　　事項を記載すること。

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

本計画のⅢ表及びⅤ表において、平成１４年度、平成１５年度については合併
前（旧五條市単体）の数値

事業の効果・優先順位を慎重に考慮し、全体額の抑制に取り組む。

事業化が可能な土地については平成１９年度を初年度とし、公社資産の買い戻
しを市一般会計から毎年度３億円程度投入し、概ね１０年を目途に資産の縮小
を図り健全化に努める。また、公社への利子補給を実施する。

市民に応分の負担を求める使用料・手数料の見直しや、有料公告の導入を検討
する。

補償金免除繰上償還制度の活用、普通建設事業の抑制等により公債費負担の軽
減を図る

財 政 運 営 課 題

内　　　　容

　奈良県南西部に位置し、面積 291.98 ㎢のほとんどが山間地域である。
　住基人口は本年４月時点で 37,424 人であり若年層の市外への流出が大きい
ことから、今後も減少傾向が続くと予想される。
　第１次産業への就業割合が高く、企業立地は停滞している。
　人口の減少、法人数が少ないことなどにより、市税の増収が見込めない現状
であり、地方交付税と基金に依存する財政構造となっている。
　17年９月の合併により職員数が一挙に増えたことで人件費が、都市基盤整備
や教育施設の整備を積極的に推し進めてきた結果公債費が、県下の他市に比べ
高い割合になっている。
　目的別の歳出を見てみると、県下他市と比較して農林業費、土木費、消防費
が大きくなっている。

歳入に見合った歳出構造への転換のため、経費の徹底したスリム化に取り組
む。

勧奨退職の奨励、新規採用の抑制により定員の削減を図る。
Ｈ１９年度；５２２名→Ｈ２３年度；４７１名（集中改革プラン）



Ⅲ　今後の財政状況の見通し
（単位：百万円）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

地方税 3,364 3,245 3,507 3,555 3,506 3,708 3,695 3,700 3,730 3,750

地方譲与税 151 158 314 383 489 242 240 242 244 245

地方特例交付金 104 101 107 102 85 26 26 26 18 18

その他税交付金 456 463 600 581 582 591 586 597 608 622

地方交付税 5,188 5,589 7,996 7,924 7,747 7,722 7,635 7,491 7,317 7,110

小計（一般財源計） 9,263 9,556 12,524 12,545 12,409 12,289 12,182 12,056 11,917 11,745

分担金・負担金 382 370 382 256 264 262 262 262 262 262

使用料・手数料 414 410 490 490 485 520 540 540 540 550

国庫支出金 1,355 1,858 2,278 1,614 1,191 1,061 725 695 590 640

うち普通建設事業に係るもの 579 902 693 654 411 299 120 113 34 54

都道府県支出金 739 669 1,135 955 924 881 535 505 440 430

うち普通建設事業に係るもの 158 37 28 186 151 150 28 24 21 21

財産収入 54 78 12 33 31 50 50 50 50 50

寄附金 76 112 383 320 256

繰入金 800 500 1,349 1,548 1,100 873 913 356 148 388

繰越金 1,732 1,345 1,037 748 569 532

諸収入 498 118 192 278 172 190 198 200 200 200

うち特別会計からの貸付金返済額

うち公社・三ｾｸからの貸付金返済額 20 20

地方債 3,141 2,239 2,830 3,699 3,142 1,376 942 1,011 1,018 705

特別区財政調整交付金

18,454 17,255 22,612 22,486 20,543 18,034 16,347 15,675 15,165 14,970

人件費　　　　　　　ａ 3,642 3,507 4,612 4,478 4,345 4,417 4,054 3,964 3,600 3,649

うち職員給

物件費　　　　　　　ｂ 1,961 1,959 2,625 2,572 2,288 2,416 2,135 2,129 2,106 2,096

維持補修費　　　　　ｃ 94 140 156 180 73 80 80 90 90 100

ａ＋ｂ＋ｃ＝　　　　ｄ 5,697 5,606 7,393 7,230 6,706 6,913 6,269 6,183 5,796 5,845

扶助費 1,253 1,438 1,703 1,716 1,694 1,680 1,680 1,690 1,700 1,706

補助費等 1,548 557 1,069 1,113 730 632 620 620 610 610

うち公営企業(法適)に対するもの 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

普通建設事業費 4,876 4,797 6,018 5,814 4,600 2,397 1,400 1,380 1,290 1,310

うち補助事業費 1,632 2,124 2,578 1,667 1,031 778 250 240 80 120

うち単独事業費 3,244 2,673 3,440 4,147 3,569 1,619 1,150 1,140 1,210 1,190

災害復旧事業費 0 20 146 37 49 50 50 50 50 50

失業対策事業費

公債費 2,232 2,246 3,455 3,708 3,718 3,803 3,783 3,345 3,307 3,323

うち元金償還分 1,669 1,722 2,794 3,089 3,118 3,223 3,226 2,846 2,830 2,864

積立金 69 216 174 170 451 450 450 350 350 3

貸付金 1 1 23 21 3 3 3 3 3 3

うち特別会計への貸付金

うち公社、三ｾｸへの貸付金 20 20

繰出金 1,421 1,543 1,935 2,057 2,060 2,106 2,092 2,054 2,059 2,120

うち公営企業(法非適)に対するもの 760 790 973 1,071 1,003 998 1,004 1,034 1,009 1,053

その他

17,097 16,424 21,916 21,866 20,011 18,034 16,347 15,675 15,165 14,970

　【財政指標等】

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

形式収支 1,357 832 696 620 532 0 0 0 0 0

実質収支 519 461 381 410 248 0 0 0 0 0

標準財政規模 7,987 7,474 10,206 10,357 10,610 10,710 10,674 10,595 10,508 10,374

財政力指数 0.433 0.435 0.362 0.358 0.394 0.363 0.364 0.367 0.374 0.381

実質赤字比率　　　(％)

経常収支比率　　　(％) 96.9 97.4 102.0 105.5 104.8 105.5 102.6 99.5 96.7 99.3

実質公債費比率    (％) － － － － 17.8 19.8 21.0 21.3 19.4 17.2

地方債現在高 19,697 20,949 31,399 32,582 33,093 31,686 29,820 28,382 26,949 25,303

積立金現在高 4,174 3,890 5,412 4,034 3,385 2,955 2,475 2,315 2,365 1,888

財政調整基金 1,017 1,018 2,144 1,570 1,073 825 427 279 181 82

減債基金 733 734 980 981 982 683 384 185 36 7

その他特定目的基金 2,424 2,138 2,288 1,483 1,330 1,447 1,664 1,851 2,148 1,799

（単位：百万円）

区　　分

区　　分

歳 入 合 計

歳 出 合 計



Ⅳ　行政改革に関する施策

具　体　的　内　容

　新市のまちづくりの基本理念として、①豊かな自然・誇りある歴史と共生する快適なまちづくり　②みんなが安心して暮らせる活力あるまちづ
くり　③すべての人が社会参加するまちづくり　④南和地域の観光・文化・情報の交流拠点となるまちづくり　の４つを掲げ、限られた財源と合
併に対する財政支援策を有効に活用しながら、より整備効果の高い公共施設への重点的な投資と、効率的な行政運営を推進する。

  課題① 定員管理の適正合理化

　集中改革プラン（平成19年～平成23年）における職員削減計画に沿って職員の純減に努める。新規採用の抑制や勧奨退職の推進などにより、計
画期間中５年間で、市全体で５９６人から５３１人に削減（６５人、△10.9％）することを目標としており、平成１９年４月１日現在で５８５人
（△1.8％）となっている。さらに平成２８年度には４５０人以下にすることを目標としている。
  なお普通会計においては、計画期間中５年間で５３３人から４７２人に削減（６１人、△11.6％）する計画であり、平成１９年４月１日現在で
５２３人（△1.9％）となっている。今後継続的に削減に努める。

　国家公務員また地方公務員の給与は、職種、個人差等々千差万別ある中、特に問題のある事項を除いては、年功的な一定の要件で昇給、昇格が
行われているのが現状である。今後は、職責、実績に応じた給与構造に展開することが急務である。そのためには、積極的に人材育成を行い、又
人事の刷新を図り、職種や実績に応じた職員の評価を行い、年功にとらわれない昇格制度を構築する。

◇　国家公務員の給与構造改革を
　踏まえた給与構造の見直し、地
　域手当のあり方

　平成１８年度に国家公務員と同様の給与の構造改革を行った。調整手当を廃止し、それに換る地域手当については、国家公務員の非支給する該
当地域ではあるものの生活給の一部として支給されていた調整手当の５％の激減を緩和するため地域手当の３％支給をしている。今後民間の給料
を的確に把握し地域に見合った給料支給を行い、地域手当については平成２１年度を目標に廃止に向けて取り組む。

◇　技能労務職員の給与のあり方
　従前から一般職の給料表と技能労務職の給料表は級数は異なるものの号給、昇給については同様の取り扱いとなっている。給与等について同種
の民間事業との比較等・総合的な点検を行っており、その現状、見直しに向けた基本的な考えを平成２０年３月までに策定し、公表する。また技
能職部門事務事業の民間への移行を積極的に進める必要がある。

◇　退職時特昇等退職手当のあり方   定年時特昇実施はしていない。又退職手当の支給については今後も国家公務員と同様の支給を行う。

◇　福利厚生事業のあり方
  職員の福利厚生については、財政難の理由で現在は市町村共済事業、健康診断等の一定の事業に止まっている。職員交流のための事業も無く職
員間の希薄さが事務事業にいささかの支障を及ぼしている。今後は、職員間の交流事業を進め事務事業遂行のための協力体制を充実する必要があ
る。

  課題②  行政運営経費の適正化

　１９年度予算要求に際し、委託料について５～１５％の削減を指示。その他の物件費についても、以前からの削減に加えさらに、５～１５％の
削減を指示。
　２０年度予算要求においても今一度すべて洗い直すことを指示。

　現在９施設において指定管理者制度を活用しているが、さらなる導入を検討する。

項　　　目

１　合併予定市町村等にあってはその予定
　とこれに伴う行革内容

２　行革推進法を上回る職員数の純減や人
　件費の総額の削減

３　物件費の削減、指定管理者制度の活用
　等民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

○　物件費の削減

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
　推進やＰＦＩの活用



Ⅳ　行政改革に関する施策（つづき）

具　体　的　内　容

  課題③  歳入の確保
【徴収率】　　　クレジットカードやコンビニ支払を利用した納税方法の採用を検討する。
　　　　　　　　税負担の公平性を踏まえ、滞納者に対する行政サービスの制限を検討。
【資産売却】　　公社所有の土地については事業化出来る資産については買い戻し、不要と判断した資産については売却する。
　　　　　　　　その他の資産についても、売却・貸付を検討する。
【その他】　　　ホームページ、市広報誌、窓口封筒等に有料公告を導入する。

　課題④  土地開発公社の健全化
  土地開発公社資産の買い戻しを市一般会計から毎年度３億円程度投入し、概ね１０年を目途に資産の縮小を図り健全化に努める。不要と判断さ
れた土地については一般公募により売却する。また、公社への利子補給を実施する。

  課題②  行政運営経費の適正化

◇　給与及び定員管理の状況の公表   年に１度市広報で給与及び職員数等を公表している。併せて市ホームページでも公開している。

◇　財政情報の開示   行政改革の進捗状況や財政状況等、市の経営に関わる情報を積極的に公開する。

  平成２１年９月の公表に向けて、庁内関係課で協議を行っている。

  事務事業評価システムの構築に向け、１９年度で全事務事業のうち一部について試行評価を実施する。
  平成２０年度において、評価システムを定着させるため全事務事業について試行評価を実施する。

　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ　財政状況の分析」の「財政運営課題」に揚げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱ

　　　に付した課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

７　その他

４　地方税の徴収率の向上、売却可能資産
　の処分等による歳入の確保

５　地方公社の改革や地方独立行政法人へ
　の移行の促進

○　行政評価の導入

６　行政改革や財政状況に関する情報公開
　の推進と行政評価の導入

○　行政改革や財政状況に関する情報公開

○　公会計の整備

項　　　目



Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

421 415 536 544 533 2,449 522 514 500 484 472

1 △ 6 121 8 △ 11 113 △ 11 △ 8 △ 14 △ 16 △ 12 △ 61

職員数のうち一般行政職員数 315 309 405 409 398 1,836 392 386 375 359 350

増減数 1 △ 6 96 4 △ 11 84 △ 6 △ 6 △ 11 △ 16 △ 9 △ 48

職員数のうち教育職員数 12 12 21 19 19 83 19 18 18 18 18

増減数 0 0 9 △ 2 0 7 0 △ 1 0 0 0 △ 1

職員数のうち警察職員数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

増減数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

職員数のうち消防職員数 57 57 58 67 67 306 65 64 62 62 61

増減数 0 0 1 9 0 10 △ 2 △ 1 △ 2 0 △ 1 △ 6

職員数のうち技能労務職員数 37 37 52 49 49 224 46 46 45 45 43

増減数 0 0 15 △ 3 0 12 △ 3 0 △ 1 0 △ 2 △ 6

－ － － － 17.8 17.8 19.8 21.0 21.3 19.4 17.2

－ － － － － 0 2.0 3.2 3.5 1.6 △ 0.6 △ 0.6

19,697 20,949 31,399 32,582 33,093 137,720 31,686 29,820 28,382 26,949 25,303

1,472 1,252 10,450 1,183 511 14,868 △ 1,407 △ 1,866 △ 1,438 △ 1,433 △ 1,646 △ 7,790

3,359 3,274 4,235 3,939 3,945 18,752 4,027 3,511 3,242 3,054 2,947

49 134 △ 827 △ 531 △ 537 △ 1,712 △ 82 434 703 891 998 2,944

2,056 2,099 2,781 2,752 2,361 12,049 2,496 2,215 2,219 2,196 2,196

△ 44 △ 87 △ 769 △ 740 △ 349 △ 1,989 △ 135 146 142 165 165 483

0

0 0

0

0 0

0

0 0

0

0 0

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 △ 3,701 3,427

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　改善額については、原則として、計画期間中(又は計画前５年間)の当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後の計画期間中(又は計画前５年間)も継続するものとして、 53
　　　各年度の改善額を計上すること。

    ４　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　５　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　６　３による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又は

　　　計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場合の

　　　改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　７　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧資

　　　金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　８　必要に応じて行を追加して記入すること。

行政管理経費（物件費及び維持補修費）

改善額

○○○

改善額

○○○

改善額

計画前５年間改善額　合計

計画合計

職員数

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

地方債現在高

1

実質公債費比率

増減

課　題

増減

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

公営企業における普通建設事業削減による新規地方債発行の抑制や補償金免除繰上償還の積極的活用による利払いの削減により、公債費を削
減させ、基準外繰出しを抑制する。

物件費について、１９年度予算要求に際し委託料で５～１５％、その他の物件費についても、以前からの削減に加えさらに、５～１５％の削
減を指示したが、２０年度予算要求においても今一度すべて洗い直すことを指示し、今後も経費の徹底したスリム化に取り組む。

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

課　題 取 組 及 び 目 標

新規採用の抑制（退職者数の１／３以下）や勧奨退職制度の改正により退職者の増を図り、人員削減を加速させる。また、給料や手当等の見
直しを行い、人員削減と併せて人件費全体の削減を目指す。

普通建設事業費削減による新規地方債発行の抑制、補償金免除繰上償還の積極的活用による利払いの削減

4

○○○

改善額

○○○

改善額

（単位：人、百万円）

改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

人件費(退職手当を除く。)

改善額


